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（別表）都市計画区域内用途地域無指定区域における用途規制 
 

 
区 分 主 な 用 途 規 制 高 さ 建ぺい率 容 積 率 区 域 

ア 自然環境を有する区域 第１種低層住居専用地域に準じる 10ｍ 50%(*) 80%(*) 
森林法による地域森林計画対象民有林、保安林、自
然公園法による国定公園、県立自然公園、その他保
全すべき良好な緑地を含む区域 

 2-2.金山地区 準工業地域に準じる  50%(*) 80%(*) 都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ２） 

 8.永大町地区 工業専用地域に準じる  50%(*) 80%(*) 
都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ８） 

 9.沓見地区 準工業地域に準じる  50%(*) 80%(*) 
都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ９） 

イ 優良な農地を有する区域 第１種低層住居専用地域に準じる 10ｍ 60%(*) 100%(*) 
農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域
及びその他優良な農地を含む区域 

 

1-1.木崎地区 第１種住居地域に準じる  60%(*) 100%(*) 
隣接及び周辺の市街地に指定されている用途地域に
準じる区域（用途規制エリア図 １） 

 

1-2.木崎地区 第１種住居地域に準じる  60%(*) 100%(*) 
隣接及び周辺の市街地に指定されている用途地域に
準じる区域（用途規制エリア図 １） 

 

2-1.金山地区 準工業地域に準じる  60%(*) 100%(*) 
都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ２） 

 

5-2.桶ノ水町地区 準工業地域に準じる  60%(*) 100%(*) 
都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ５） 

 5-3.坂下、若泉町、木ノ 

芽町、津内、桶ノ水町、 

道口、観音町、長沢、 

鳩原、谷地区 

工業地域に準じる  60%(*) 100%(*) 
都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ５） 

 

5-6.津内地区 工業専用地域に準じる  60%(*) 100%(*) 
隣接する市街地に指定される用途地域に準じる区域 
（用途規制エリア図 ５） 

 

10-3.関地区 準工業地域に準じる  60%(*) 100%(*) 
都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 10） 

 

10-4.関地区 準工業地域に準じる 
 

60%(*) 100%(*) 
都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 10） 

 

10-5.関地区 準工業地域に準じる  60%(*) 100%(*) 
都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 10） 

ウ 農村集落区域及び既成開発
区域 

第１種住居地域に準じる 
 

60%(*) 200%(*) 
自然環境を有する区域及び優良な農地を有する区域
以外の区域 

 
3.野坂地区 第１種中高層住居専用地域に準じる 

 
60%(*) 200%(*) 

隣接する市街地に指定される用途地域に準じる区域 
（用途規制エリア図 ３） 

 
4.公文名地区 第１種中高層住居専用地域に準じる 

 
60%(*) 200%(*) 

隣接する市街地に指定される用途地域に準じる区域 
（用途規制エリア図 ４） 

 5-1.吉河、中、深川町、 

樋ノ水町、羽織町、 

坂下、観音、谷地区 

準工業地域に準じる 

 

60%(*) 200%(*) 
隣接する市街地に指定される用途地域に準じる区域 
（用途規制エリア図 ５） 

 5-4.坂下、道口、観音町 

地区 
工業地域に準じる  60%(*) 200%(*) 

都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ５） 

 5-5.坂下、道口、吉河、 

吉田刈、鳩原、堂地区 
準工業地域に準じる  60%(*) 200%(*) 

都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ５） 

 6-1.井川、中、高野、 

谷口地区 
準工業地域に準じる  60%(*) 200%(*) 

都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ６） 

 
6-2.高野地区 準工業地域に準じる  60%(*) 200%(*) 

都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ６） 

 
6-3.高野、谷地区 準工業地域に準じる  60%(*) 200%(*) 

都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ６） 

 
7.鞠山、田結、赤崎地区 準工業地域に準じる 

 
60%(*) 200%(*) 

都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 ７） 

 
10-1.関、金山地区 準工業地域に準じる 

 
60%(*) 200%(*) 

都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 10） 

 
10-2.関地区 準工業地域に準じる 

 
60%(*) 200%(*) 

都市マスの土地利用方針に準じる区域 
（用途規制エリア図 10） 

*建築基準法第 52 条、第 53 条に基づき特定行政庁により指定されている数値 

1-1.1-2.2-1.2-2.3.4.5-1.5-2.5-3.5-4.5-5.5-6.6-1.6-2.6-3.7.8.9.10-1.10-2.10-3.10-4.10-5 のエリアはP9～18の図参照 
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都市計画区域外における用途規制エリア図 １
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